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１．立地適正化計画と届出制度の概要 

（１）立地適正化計画の策定趣旨 

本市では、生活サービス施設へのアクセスを確保しながら一定のエリアにおいて人口

密度を維持していく「まちのまとまり」の維持・形成や「多極ネットワーク型コンパク

トシティ」の形成を図り、本市の都市構造の再編を行うために「みどり市立地適正化計

画」を策定しました。 

人口減少・少子高齢化が進行している中でも、持続可能な都市を形成するため、生活

利便施設（医療、保健・福祉、子育て、商業等）を都市の中心や生活の拠点に誘導しつ

つ、その周辺や公共交通の沿線に居住を誘導し、子どもから高齢者まで誰もが暮らしや

すいまちを目指します。 

（２）届出制度 

立地適正化計画では、居住誘導区域及び都市機能誘導区域を定め、計画的に誘導を図

ることとしています。このため、居住誘導区域外や都市機能誘導区域外で一定の建築行

為や建築目的の開発行為を行おうとする場合は、都市再生特別措置法（以下、｢法｣）第

８８条第１項及び同法第１０８条第１項の規定に基づき、市長への届出が必要です。ま

た、同法第１０８条の２第１項に基づき都市機能誘導区内において、誘導施設を休止し、

又は廃止しようとする場合にも、市長への届出が必要です。 

（３）届出が必要な区域 

みどり都市計画区域が対象です。 

※東地域等の都市計画区域外は届出対象外です。 

（４）届出手続きの流れ 

 

【 届 出 者 】 届出の必要性の確認と必要書類の準備 

 

【 届 出 者 】 届出書類の提出（法第８８条、第１０８条及び１０８条の２） 

 

 

【 みどり市 】 内容確認後、受理（または必要に応じた調整、勧告等） 

 

【 届 出 者 】 行為の着手 

 

 

※届出を行わずに開発行為等を行ったり、虚偽の届出を行った場合は３０万円以下の

罰金に処されることがあります。（法第１３０条） 

※届出の提出後、行為の計画に変更があった場合は変更の届出が必要です。 

※法第８８条、第１０８条、第１０８条の２の規定に基づき、勧告を行う場合があり

ます。 
  

  

行為の３０日前までに届出が必要 



2 

２．居住誘導区域に係る届出 

（１）届出の対象となる行為 

居住誘導区域“外”で次の開発行為及び建築等行為をする場合には、市への届出が必

要となります。（居住誘導区域図は、p４～５の図を参照ください。） 

 

開発 
行為 

■ 3 戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

 

 

 

 

■ 1 戸又は 2 戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が 1,000 ㎡以上のもの 

（例１）１，０００㎡以上 １戸の開発行為 
 
 
 
 
 

（例２）８００㎡ ２戸の開発行為 
 
 
 
  

建築等 
行為 

■ 3 戸以上の住宅の新築 

■ 建築物を改築し、または用途を変更して 3 戸以上の住宅とする場合 

（例１）３戸以上の住宅の建築行為 

 

 

 

 

（例２）１戸の建築行為 

 

 

 

  

※住宅とは、戸建住宅及び共同住宅に供する建築物等をいい、寄宿舎や有料老人ホーム

は届出の対象外です。 
  

  

届出必要 

届出必要 

届出必要 

届出不要 

届出不要 
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（２）届出の流れ 

届出対象となる行為に着手する日の３０日前までに、都市計画課への届出（開発行為

と建築等行為が一体の場合はそれぞれの届出）が必要です。 

届出制度の効果的な運用のため、開発許可申請や建築確認申請等に先行して届出され

るようご協力をお願いします。 

また、「届出の必要性の確認や必要書類の準備」の段階にて事前のご相談もご検討くだ

さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）届出に必要な書類 

届出 

対象 

行為 

開発行為の場合 建築等行為の場合 届出内容変更の場合 

届出 

様式 
様式第 10 様式第 11 様式第 12 

添付 

書類 

○位置図（1/10,000 以上） 

・都市計画図等に場所を明示 

○付近見取図（1/1,000 以上） 

・白図に場所を明示 

○設計図（1/100 以上） 

○予定建築物の内容が分か

る資料 

○位置図（1/10,000 以上） 

・都市計画図等に場所を明示 

○付近見取図（1/1,000 以上） 

・白図に場所を明示 

○配置図（1/100 以上） 

○立面図（1/50 以上） 

○各階平面図（1/50 以上） 

開発行為・建築等行為の

添付書類と同様 

提出 

部数 
１部 １部 １部 

※届出手続きを代理人に委任する場合は、委任状を添付してください。  

居住誘導区域“外” 居住誘導区域“内” 

右記に該当しな
い場合 

一定規模以上の開
発・建築等の行為の
場合（P2 参照） 

行為着手の３０日前 

までに届出 
届出不要 届出不要 

開発・建築等の行為の着手 

開発許可申請や建築確認申請等の手続き 
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（４）居住誘導区域図 

＜笠懸地域拠点（岩宿駅・阿左美駅周辺）の居住誘導区域＞ 

 

 
 

※農振農用地区域（居住に適さない区域）は居住誘導区域から除いています。今後、農振農用

地区域の除外がされた場合は、必要に応じて居住誘導区域の見直しを行います。 
 

岩宿駅 

阿左美駅 

ニトリ 

ウェルシア 

笠懸南中学校 

東邦病院 

カインズ 

ケーズデンキ 

フレッセイ 

ベルク 

ヤマダ電機 

笠懸北小学校 

笠懸東小学校 

ゲオ 

オートバックス 

くりた医院 

かねこ耳鼻咽喉科クリニック 

あざみこころのクリニック 

岩宿クリニック 
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＜大間々地域拠点（赤城駅・大間々駅周辺）の居住誘導区域＞ 

 

 
 

※農振農用地区域（居住に適さない区域）は居住誘導区域から除いています。今後、農振農用

地区域の除外がされた場合は、必要に応じて居住誘導区域の見直しを行います。  

大間々北小学校 

大間々中学校 

大間々高校 

大間々南小学校 

大間々庁舎 

ベイシア オートウェイ 

ベイシア 

大間々駅 

赤城駅 

木の実クリニック 

萩原医院 

小保方医院 

会田医院 須永医院 

稲葉医院 

斎藤医院 

恵愛堂病院 

大間々東中学校 

大間々東小学校 
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３．都市機能誘導区域に係る届出 

（１）届出の対象となる行為 

都市機能誘導区域“外”で誘導施設の開発・建築等の行為をする場合、都市機能誘導

区域“内”で誘導施設を休止又は廃止する場合には、市への届出が必要となります。（都

市機能誘導区域図は、p１０～１１の図を参照ください。） 
 
① 都市機能誘導区域外での誘導施設の開発・建築等 

開発 
行為 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 

建築等

行為 

誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 
建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合 
建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 

 
② 都市機能誘導区域内での誘導施設の休止又は廃止 

誘導 
施設の 
休廃止 

誘導施設を休止又は廃止する場合 
 ※休止：施設の再開の意思がある場合 
 ※廃止：施設の再開の意思がない場合 
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（２）届出の流れ 

届出対象となる行為に着手する日の３０日前までに、都市計画課への届出が必要です。 

届出制度の効果的な運用のため、開発許可申請や建築確認申請等に先行して届出され

るようご協力をお願いします。 

また、「届出の必要性の確認や必要書類の準備」の段階にて事前のご相談もご検討くだ

さい。 

 

① 誘導施設の開発・建築等の行為をする場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

② 誘導施設の休止又は廃止する場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

届出不要 

都市機能誘導区域“外” 都市機能誘導区域“内” 

当該区域に位置付け
のある誘導施設（p8

（4）参照）を休止又は
廃止する場合 

行為着手の３０日前 

までに届出 

右記に該当しな
い場合 

届出不要 

都市機能誘導区域“外” 

右記に該当しな
い場合 

誘導施設（p8（4）参照）

を有する開発・建築
等の行為をする場合 

行為着手の３０日前 

までに届出 
届出不要 

都市機能誘導区域“内” 

届出不要 

開発・建築等の行為の着手 

開発許可申請や建築確認申請等の手続き 

開発・建築等の行為の着手 

開発許可申請や建築確認申請等の手続き 
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（３）届出に必要な書類 

届出 

対象 

行為 

開発行為の場合 建築等行為の場合 
届出内容変

更の場合 

休止・廃止

の場合 

届出 

様式 
様式第 18 様式第 19 様式第 20 様式第 21 

添付 

書類 

○位置図（1/10,000 以上） 

・都市計画図等に場所を明示 

○付近見取図（1/1,000 以上） 

・白図に場所を明示 

○設計図（1/100 以上） 

○予定建築物の内容が分か

る資料 

○位置図（1/10,000 以上） 

・都市計画図等に場所を明示 

○付近見取図（1/1,000以上） 

・白図に場所を明示 

○配置図（1/100 以上） 

○立面図（1/50 以上） 

○各階平面図（1/50 以上） 

開発行為・

建築等行為

の添付書類

と同様 

－ 

提出 

部数 
１部 １部 １部 １部 

※届出手続きを代理人に委任する場合は、委任状を添付してください。 

（４）届出の対象となる誘導施設 

都市機能誘導区域は、笠懸地域拠点（岩宿駅・阿左美駅周辺）、大間々地域拠点（赤城

駅・大間々駅周辺）に設定しています。 

開発・建築等の行為をする場合に届出の対象となる誘導施設は、次のとおりです。 
 

表 誘導施設（集約施設） 

機能 誘導施設（集約施設） 笠懸地域拠点 大間々地域拠点 
保健・福祉 保健センター － ● 

子育て 
地域子育て支援センター、 

保育園・幼稚園・認定こども園 
○ ○ 

商業 大規模小売店舗（1,000 ㎡以上） ● ● 
医療 病院・診療所等 ○ ● 
金融 銀行・信用金庫等 ● ● 

教育・文化 
図書館 － ● 
文化ホール・余興場・市民体育館 ● ● 

【誘導施設（集約施設）の分類】 

●：誘導施設に設定する 

（当該都市機能誘導区域内に既に立地している施設の維持・充実を図る） 

○：誘導施設に設定する 

（当該都市機能誘導区域に立地していないため、新規誘導を図る） 

―：誘導施設に設定しない 
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表 誘導施設の定義 

機能 誘導施設（集約施設） 定義 

保健・福祉 保健センター 
みどり市保健センター条例第 2 条に規定す

る保健センター 

子育て 

地域子育て支援センター 
みどり市地域子育て支援拠点事業に位置づ

けられる地域子育て支援センター 

保育園 児童福祉法に基づく施設 

幼稚園 学校教育法に基づく施設 

認定こども園 認定こども園法に基づく施設 

商業 
大規模小売店舗 

（1,000 ㎡以上） 

大規模小売店舗立地法第 2 条第 2 項に規定

する大規模小売店舗で、店舗面積 1,000 ㎡

以上 

医療 病院・診療所等 医療法に基づく病院・診療所等 

金融 銀行・信用金庫等 
銀行法第 2 条第 1 項に規定する銀行 

信用金庫法に基づく信用金庫 

教育・文化 

図書館 図書館法第 2 条第 1 項に規定する図書館 

文化ホール・余興場・市民体育館 
笠懸野文化ホール条例、ながめ余興場条例、

みどり市民体育館条例に基づく施設 
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（４）都市機能誘導区域図 

＜笠懸地域拠点（岩宿駅・阿左美駅周辺）の都市機能誘導区域＞ 
 

 

 
 

  

岩宿駅 

阿左美駅 
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＜大間々地域拠点（赤城駅・大間々駅周辺）の都市機能誘導区域＞ 

 

 
 

 

  

大間々駅 

赤城駅 
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４．届出様式の記入例 

様式第10（都市再生特別措置法第35条第１項第１号関係）（居住誘導区域に係る届出） 

 

開発行為届出書 

 

都市再生特別措置法第 88 条第 1 項の規定に基づき、開発行為について、下記により

届け出ます。 

 

令和 ○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

（宛先）みどり市長 

届出者  住 所 みどり市 ○○町 △△△        

氏 名 ○○ ○○○            

（担当者氏名・電話 ○○ ○○○ ○○○○-○○-○○○） 

 

代理人  住 所 みどり市 ○○町 △△△        

氏 名 ○○ ○○○             

電 話 ○○○○-○○-○○○）        

 

開
発
行
為
の
概
要 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 みどり市 □□町 ××× 

２ 開発区域の面積 
３，０００ 

平方メートル 

３ 住宅等の用途 戸建て住宅 

４ 工事の着手予定年月日 令和 ○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

５ 工事の完了予定年月日 令和 ○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

６ その他必要な事項 （住宅区画数）１０区画 

 

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

  

（添付書類） 

１） 都市計画図等に当該行為を行う場所を明示した位置図（1/10,000以上） 

２） 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面（付近

見取図）で縮尺1,000分の1以上のもの 

３） 設計図で縮尺100分の1以上のもの 

４） その他、予定建築物の内容が分かる資料 

  

  

工事着手の 30日前まで

に届出が必要です。 

記入例 
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様式第 11（都市再生特別措置法第 35条第１項第 2号関係）（居住誘導区域に係る届出） 

 

 

住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出

書 

 

都市再生特別措置法第 88 条第１項の規定に基づき、 

住宅等の新築 

建築物を改築して住宅等とする行為      について、下記により届け出ます。 

建築物の用途を変更して住宅等とする行為 

 

令和 ○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

（宛先）みどり市長 

 

届出者  住 所 みどり市 ○○町 △△△        

氏 名 ○○ ○○○            

（担当者氏名・電話 ○○ ○○○ ○○○○-○○-○○○） 

 

代理人  住 所 みどり市 ○○町 △△△       

氏 名 ○○ ○○○            

電 話 ○○○○-○○-○○○）        

 

１ 住宅等を新築しようとする土地又は

改築若しくは用途の変更をしようとす

る建築物の存する土地の所在、地番、地

目及び面積 

所在・地番 みどり市 □□町 ×× 

地   目 宅地 

面   積 ３，０００ 平方メートル 

２ 新築しようとする住宅等又は改築若

しくは用途の変更後の住宅等の用途 
共同住宅 

３ 改築又は用途の変更をしようとする

場合は既存の建築物の用途 
 

４ その他必要な事項 

（棟数戸数）２棟（Ａ棟５戸、Ｂ棟１０戸） 

（着手予定）令和 ○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

（完了予定）令和 ○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

 

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

  

（添付書類） 

１） 都市計画図等に当該行為を行う場所を明示した位置図（1/10,000以上） 

２） 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面（付近

見取図）で縮尺1,000分の1以上のもの 

３） 敷地内における建築物の位置を表示する図面（配置図）で縮尺100分の1以上のもの 

４） 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図で縮尺50分の1以上のもの 

  

記入例 

工事着手の 30日前まで

に届出が必要です。 
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様式第12（都市再生特別措置法第38条第１項関係）（居住誘導区域に係る届出） 
 

行為の変更届出書 

 

令和  ○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

 

（宛先）みどり市長 

 

届出者  住 所 みどり市 ○○町 △△△        

氏 名 ○○ ○○○            

（担当者氏名・電話 ○○ ○○○ ○○○○-○○-○○○） 

 

代理人  住 所 みどり市 ○○町 △△△        

氏 名 ○○ ○○○             

電 話 ○○○○-○○-○○○）        

 

都市再生特別措置法第88条第２項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記によ

り届け出ます。 

 

記 

１ 当初の届出年月日 令和 ○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

２ 変更の内容 
住宅用区画数の変更 

（２０区画→１８区画） 

３ 変更部分に係る行為の着手予定日 令和 ○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

４ 変更部分に係る行為の完了予定日 令和 ○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 ２ 変更の内容は、変更前及び変更後を対照させて記載すること。 

 

（添付書類） 

 <開発行為の場合> 

１） 位置図及び付近見取図（白図1/2,500以上）に行為を行う土地を明示 

２） 土地利用計画図（1/100以上） 

３） その他、予定建築物の内容が分かる資料 

 <建築行為の場合> 

１） 位置図及び付近見取図（白図1/2,500以上）に行為を行う土地を明示 

２） 配置図（1/100以上）敷地内における建築物の位置を表示 

３） 建築物の２面以上の立面図（1/50以上）及び各階平面図（1/50以上） 

  

記入例 

工事着手の 30日前まで

に届出が必要です。 
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様式第 18（都市再生特別措置法第 52条第１項第１号関係）（都市機能誘導区域に係る届出） 

 
開発行為届出書 

 
都市再生特別措置法第 108 条第１項の規定に基づき、開発行為について、下記によ

り届け出ます。 

 

令和 ○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

（宛先）みどり市長 

 

届出者  住 所 みどり市 ○○町 △△△        

氏 名 ○○ ○○○            

（担当者氏名・電話 ○○ ○○○ ○○○○-○○-○○○） 

  

代理人  住 所 みどり市 ○○町 △△△        

氏 名 ○○ ○○○            

電話 ○○○○-○○-○○○）        

開
発
行
為
の
概
要 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 みどり市 □□町 ××× 

２ 開発区域の面積 
３，０００ 

平方メートル 

３ 建築物の用途 商業施設（店舗） 

４ 工事の着手予定年月日 令和 ○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

５ 工事の完了予定年月日 令和 ○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

６ その他必要な事項 

（建物名称）スーパー○○○店 

（延べ床面積）○，○○○．○ 

平方メートル 

 
注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 

（添付書類） 

１） 都市計画図等に当該行為を行う場所を明示した位置図（1/10,000以上） 

２） 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面（付近

見取図）で縮尺1,000分の1以上のもの 

３） 設計図で縮尺 100 分の 1以上のもの 

４） その他、予定建築物の内容が分かる資料 

  

記入例 

工事着手の 30日前まで

に届出が必要です。 
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様式第19（都市再生特別措置法第52条第１項第2号関係）（都市機能誘導区域に係る届出） 

 

誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有

する建築物とする行為の届出書 
 

 
都市再生特別措置法第 108 条第１項の規定に基づき、 

誘導施設を有する建築物の新築 

建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする行為 

建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為 

 について、下記により届け出ます。 

 

令和 ○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

（宛先）みどり市長 

届出者  住 所 みどり市 ○○町 △△△        

氏 名 ○○ ○○○            

（担当者氏名・電話 ○○ ○○○ ○○○○-○○-○○○） 

  

代理人  住 所 みどり市 ○○町 △△△        

氏 名 ○○ ○○○            

電話 ○○○○-○○-○○○）        

１ 建築物を新築しようとする土地又は

改築若しくは用途の変更をしようとす

る建築物の存する土地の所在、地番、地

目及び面積 

（所在・地番）みどり市 □□町 ××× 

（地   目）宅地 

（面   積）４，０００ 平方メートル 

２ 新築しようとする建築物又は改築若

しくは用途の変更後の建築物の用途 
病院 

３ 改築又は用途の変更をしようとする

場合は既存の建築物の用途 
 

４ その他必要な事項 

（建物名称）○○○病院 

（そ の 他）○，○○○．○ 平方メートル 

（着手予定）令和 ○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

（完了予定）令和 ○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

 
 
注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

  

（添付書類） 

１） 都市計画図等に当該行為を行う場所を明示した位置図（1/10,000以上） 

２） 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面（付近

見取図）で縮尺1,000分の1以上のもの 

３） 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの 

４） 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図で縮尺50分の1以上のもの  

工事着手の 30日前まで

に届出が必要です。 

記入例 
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様式第20（都市再生特別措置法第55条第１項関係）（都市機能誘導区域に係る届出） 

 

行為の変更届出書 

 

令和  ○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

（宛先）みどり市長 

 

届出者  住 所 みどり市 ○○町 △△△        

氏 名 ○○ ○○○            

（担当者氏名・電話 ○○ ○○○ ○○○○-○○-○○○） 

 

代理人  住 所 みどり市 ○○町 △△△        

氏 名 ○○ ○○○             

電 話 ○○○○-○○-○○○）        

 

都市再生特別措置法第108条第２項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記に

より届け出ます。 

 

記 

１ 当初の届出年月日 令和 ○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

２ 変更の内容 
開発区域の面積の変更 

（３，０００㎡→３，５００㎡） 

３ 変更部分に係る行為の着手予定日 令和 ○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

４ 変更部分に係る行為の完了予定日 令和 ○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 変更の内容は、変更前及び変更後を対照させて記載すること。 

 

（添付書類） 

<開発行為の場合> 

１） 都市計画図等に当該行為を行う場所を明示した位置図（1/10,000以上） 

２） 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面（付

近見取図）で縮尺1,000分の1以上のもの 

３） 設計図（縮尺100分の1以上） 

<建築行為の場合> 

１） 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの 

２） 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図で縮尺50分の1以上のもの 

３） その他参考となるべき事項を記載した図書 

  

工事着手の 30日前まで

に届出が必要です。 

記入例 
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様式第 21（都市再生特別措置法第 55 条の 2 関係）（都市機能誘導区域に係る届出） 

 

誘導施設の休廃止届出書 

 

令和  ○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

 

（宛先）みどり市長 

 

届出者  住 所 みどり市 ○○町 △△△        

氏 名 ○○ ○○○            

（担当者氏名・電話 ○○ ○○○ ○○○○-○○-○○○） 

 

代理人  住 所 みどり市 ○○町 △△△        

氏 名 ○○ ○○○             

電 話 ○○○○-○○-○○○）        

 

都市再生特別措置法第108条の２第１項の規定に基づき、誘導施設の（休止・廃止）につい

て、下記により届け出ます。 

 

記 

１ 休止（廃止）しようとする誘導施設

の名称、用途及び所在地 

（名 称）○○○スーパー××店 
（用 途）大型商業店舗 
（所在地）みどり市 □□町 △△△ 

２ 休止（廃止）しようとする年月日 令和  ○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

３ 休止しようとする場合にあって

は、その期間 

令和  ○ 年 ○○ 月 ○○ 日～ 
令和  ○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

４ 休止（廃止）に伴う措置 

（１）休止（廃止）後に誘導施設を有する建築物を使用する予定がある場合、予定される

当該建築物の用途 

 

 

（２）休止（廃止）後に誘導施設を有する建築物を使用する予定がない場合、当該建築物

の存置に関する事項 

除却作業開始予定 令和 ○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

除却作業完了予定 令和 ○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ ４（２）欄には、当該建築物を存置する予定がある場合は存置のために必要な管理その他の事項に

ついて、当該建築物を存置する予定がない場合は当該建築物の除却の予定時期その他の事項について

記入すること。 

 

工事着手の 30日前まで

に届出が必要です。 

記入例 
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